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（別紙） 

原子力災害からの福島復興の加速のための基本指針（抜粋） 

 

平成 28 年 12 月 20日 

 

６．国と東京電力がそれぞれの担うべき役割を果たす 

～賠償、除染、廃炉等に関する中長期的かつ安定的な対応～ 

 

被災者・被災企業への賠償、除染・中間貯蔵施設事業、廃炉等について

は、先の「原子力災害からの福島復興の加速に向けて」（平成 25 年 12月閣議

決定）において、復興を円滑に進めていく観点から、国と東京電力の役割分

担を明確化し、現在まで、着実に進められてきている。（中略） 

 

 

（１）基本的枠組み 

 

先の閣議決定において整理した方針を、基本的に維持する。 

すなわち、被災者・被災企業への賠償は、引き続き、東京電力の責任に

おいて適切に行う。また、除染特措法 1に基づく除染・中間貯蔵施設事業の

費用は、復興予算として計上した上で、事業実施後に、環境省等から東京

電力に求償する 2。 

東京電力において必要となる資金繰りは、引き続き、原子力損害賠償・

廃炉等支援機構法（以下「機構法」）に基づき、支援機構への交付国債の交

付・償還により支援することとし、平成 29 年度予算において、支援機構に

交付する交付国債の発行限度額を引き上げる。 

廃炉・汚染水対策については、原則として、東京電力グループ全体で総

力を挙げて責任を果たしていくことが必要である。そのため、東京電力に

 
1 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出され

た放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法（平成 23年法律第 110号）。以下同じ。 
2 現時点において、これまでの実績や環境省の試算等によれば、交付国債の発行により対応すべき費用

としては、被災者・被災企業への賠償費用は約 7.9兆円程度、除染特措法に基づく除染（汚染廃棄物処

理を含む。以下同じ。）の費用は約 4.0 兆円程度（原子力損害賠償補償契約に関する法律（昭和 36年法

律第 148号）に基づき東京電力に支払われた補償金約 0.2兆円による充当分を除いた額）、中間貯蔵施

設（建設・管理運営等）の費用は約 1.6兆円程度と見込まれる。これらを踏まえ、平成 29年度予算に

おいて、支援機構に交付する交付国債の発行限度額（現行９兆円）を 13.5兆円に引き上げる。 

なお、上記の費用見込みは、上記の交付国債発行限度額の算定のためのものであり、被災者への賠償・

除染・中間貯蔵施設事業の進捗等を踏まえ、適時に見直しを行う。 
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よるグループ全体での総力を挙げた合理化等で必要な資金を確保すること

とする。国は、必要な制度整備等を行うとともに、技術的難易度が高く、

国が前面に立つ必要がある研究開発については、引き続き必要な支援を行

う。 

 

 

（２）交付国債の償還費用の回収 

 

交付国債の償還費用の元本分は、原子力事業者の負担金を主な原資とし

て、支援機構の利益の国庫納付により回収される。 

 

支援機構が保有する東京電力株式を中長期的に、東京電力の経営状況、

市場動向等を総合的に勘案しつつ、売却し、それにより生じる利益の国庫

納付により、除染費用相当分の回収を図る。売却益に余剰が生じた場合

は、中間貯蔵施設費用相当分の回収に用いる。不足が生じた場合は、東京

電力等が、除染費用の負担によって電力の安定供給に支障が生じることが

ないよう、負担金の円滑な返済の在り方について検討する。 

中間貯蔵施設費用相当分については、支援機構に対し、機構法第 68 条に

基づく資金交付を行う 3。このための財源は、エネルギー施策の中で追加

的・安定的に確保し、復興財源や一般会計の財政収支には影響を与えな

い。 

 

（中略） 

 

（４）国の行う新たな環境整備 

 

国は、今後電力自由化が進展していくなかにあっても、被災者・被災企業

への賠償、インフラ整備・除染等の帰還に向けた環境整備、廃炉・汚染水対

策等について、中長期的かつ安定的に実施していくことができるよう、東京

電力の改革を前提としつつ、以下の環境を整備する。 

 

被災者・被災企業への賠償については、電力自由化が進展する環境下にお

ける受益者間の公平性や競争中立性の確保を図りつつ、国民全体で福島を支

える観点から、福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の

 
3 平成 29 年度のエネルギー対策特別会計電源開発促進勘定の歳出予算には 470億円程度を計上し、その

財源は、エネルギー関係の歳入歳出予算全体を編成する中で捻出する。交付期間は事業期間（30年以

内）終了後５年以内までとし、以後の年度においても同様の対応を行い、毎年度必要額を計上する。 
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備え 4についてのみ、広く需要家全体の負担とし、そのために必要な託送料

金の見直し等の制度整備を行う。 

 

  廃炉・汚染水対策については、原則として、東京電力グループ全体で総

力を挙げて責任を果たしていくことが必要である。廃炉の実施責任を有す

る東京電力が廃炉を確実に実施するため、必要な資金の捻出に支障を来た

すことのないよう、規制料金下にある送配電事業における合理化分につい

ても確実に廃炉に要する資金に充てることを可能とすることとし、託送収

支の事後評価における特例的な取扱い等を含んだ制度整備を行う。あわせ

て、支援機構に、廃炉に係る資金を管理する積立金制度を創設する。支援

機構が、東京電力による廃炉の実施の管理・監督を行う主体として、 

・廃炉に係る資金についての適切な管理 

・適切な廃炉の実施体制の管理 

・積立金制度に基づく着実な作業管理等 

を行うことにより、今後、長期にわたる巨額の資金需要に対応できる体制を

整備し、廃炉の実施をより確実なものとする。 

 
4 福島第一原発の事故前には確保されていなかった分の賠償の備えは、送配電事業者等にとって外生的

に生ずるものであり、その制度上の取扱については適切に整理する。 

また、回収する金額の規模は、現在の一般負担金の水準をベースに、1kWあたりの単価を算定した上

で、これを前提に、2010年度までの我が国の原子力発電所の毎年度の設備容量等を用いて算出した金額

から、回収が始まる 2020年前の 2019 年度末時点までに納付した又は納付することになると見込まれる

一般負担金の合計額を控除した約 2.4 兆円とし、これを上限とする。 

資金の回収に当たっては、適正な託送料金水準を維持していく観点から、年間約 600億円程度を、

2020年度以降、40年程度にわたって回収していくものとする。 


